
貧
寒
第
百
十
三
号
　
■

三
朝
町
温
泉
使
用
条
例
の
1
部
改
正
に
つ
い
て

･

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

■

･ノ

次
の
と
お
旦
ユ
新
町
軍
兵
使
用
条
例
の
蒜
を
改
正
す
る
こ
i
J
泥
つ
い
て
'
地
方
良
治
塊
蒜
和

二
十
二
年
法
律
警
ハ
十
七
豊
第
九
十
六
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
.
'
本
議
会
の
童
顔
を
泉
め
る
.

＼

一

昭

和

四

十

七

年

十

二

月

二

十

二

日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

､

　

　

　

　

　

　

　

､

I三

朝

町

長

　

　

坂

　

　

出

　

　

雅

　

　

弓

.

′

驚

竃

毒

筆

廿

首

席

嚢

可

決

　

　

　

　

　

.

＼

三
翫
町
蚤
金
武
長
牧
田
嶺



三

朝

町

条

例

第

　

　

　

　

　

号

三
朝
町
溢
泉
使
用
条
例
の
7
瓢
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
温
泉
優
何
条
例
(
昭
和
三
十
八
l
単
三
朗
町
蘇
例
讐
二
十
五
里
　
警
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
d

第
七
集
か
ら
弟
十
六
条
ま
で
を
1
森
づ
つ
繰
下
げ
､
第
六
.
集
の
次
に
歌
の
一
乗
を
加
え
る
O

(

敷

塗

　

　

　

　

　

　

　

　

一

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

.

･
第
七
粂
　
第
五
集
の
競
走
吃
A
J
少
温
泉
威
容
の
許
可
を
受
け
た
者
紘
'
契
釣
と
同
時
に
俊
甲
料
金
の

l

三
カ
月
分
に
相
当
す
る
鶴
を
敷
金
と
し
て
納
入
す
る
も
の
と
す
る
｡

∫
 
p
l
　
周
項
に
よ
る
敷
金
は
､
契
約
を
解
像
す
る
と
き
に
遵
付
す
る
｡
抱
だ
し
､
凍
柄
の
健
崩
料
及
び

′

蛸
等
胎
償
金
軒
あ
る
と
･
W
.
は
･
敷
金
の
中
か
ら
i
,
れ
を
遵
険
し
､
な
お
不
昏
生
七
た
と
き
は
直
義

ち
に
そ
の
不
足
租
を
敏
収
す
る
も
の
と
す
る
.

r
b
　
敷
金
に
は
'
利
子
を
付
け
な
い
も
の
と
す
る
｡

(

#
　
公
共
団
体
に
つ
S
て
は
'
敷
金
ー
を
免
僚
す
る
も
の
と
す
る
｡

｣

附

　

則

.

一

こ
の
条
例
は
'
唱
和
四
十
八
年
四
月
7
日
か
ら
嘩
行
す
る
.
.

∴
＼


